
千代田区空手道連盟規約 

 
第一章 総則 

「名称」 
第１条  本連盟は、千代田区空手道連盟（省略：千空連）と称する。 
     英文ではChiyodaku Karate－Do Federationと表示しCKFと省略することができる。 
「事務所」 
第２条  本連盟の事務所は、千代田区内神田 2-1-8 区立スポーツセンター内に置く。 
 

第二章 目的及び事業 
「目的」 
第３条  本連盟は、空手道の普及発展及び、区内外関係者相互の親睦を図り会員の体位向上と健

全な精神の高揚に資することを目的とする。 
「事業」 
第４条  本連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 
     （1）本連盟加盟団体の統括と相互の協調と融和 
     （2）体育関係諸団体との提携 
     （3）千代田区が実施する体育向上に関する諸施策に対する協力 
     （4）空手道に関する調査研究 
     （5）空手道大会及び各種講習会の開催 
     （6）空手道の級位・段位審査会の開催 
     （7）その他本連盟の目的を達成するために必要と認められる事業 
 

第三章 組織 
「組織」 
第５条  本連盟は、「目的及び事業」に賛同する千代田区内在住者、在学者、勤労者及び理事会

で承認された団体(以下、「加盟者」という。)をもって組織する。  
「加盟」 
第６条  本連盟に加盟しようとする者は、加盟申込書に必要事項を記入して申し込むこととする。 
     ２．申し込みがあった場合は、以下の事項を満たした上で、常任理事会の審査を経た後、

理事会の決議を得なければならない。 
     （1）加盟されている 2 団体から連帯保証人になってもらうこと。 
     （2）他の地域で訴訟・被訴訟等問題を起こしていないこと。 
     （3）加盟団体及び個人会員は、同一人物が他の区郡市（東京都及び県連）で理事、役

員になっていないこと。 
「退会」 
第７条  加盟者が本連盟を退会しようとするときは、退会届にその理由を添えて会長に申し出た

うえで、常任理事会の審査を経た後、理事会の決議を得なければならない。 
「除名」 
第８条  加盟者が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該加盟者を

除名することができる。 
  (１) 本規約、又は上部団体等の規則に違反したとき。 

 (２) 当連盟の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 
(３) その他除名すべき正当な事由があるとき。 

 
「加盟者の資格喪失」 
第９条 前２条の場合の他、加盟者は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失

する。 



  (１) 第７条の支払義務を１年以上履行しなかったとき。 
  (２) 役員全員（該当役員を除く。）が同意したとき。 
  (３) 当該加盟者が死亡したとき、または解散したとき 
  (４) 当該加盟者が第６条第２項第２号及び第３号に該当することとなったとき。 
 

第四章 理事会（総会） 
 
「構成」 
第１０条 理事会はすべての役員をもって構成する。 
２ 役員は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事及び理事とする。 
「権限」 
第１１条 理事会は次の事項について決議する。 

(１) 加盟者の除名 
(２) 理事及び監事の選任または解任 
（３）連盟規約の改定 
（４）連盟の解散及び残余財産の処分 
（５）事業計画及び収支予算 
（６）その他理事会で決議しなければならない重要事項 

 
第五章 役員 

 
「役員及び名誉役員、その他」 
第１２条  本連盟に次の役員とその他を置く。 
    １ 役員 
     （1） 会長     １名 
     （2） 副会長  若干名 
     （3） 理事長    １名 
     （4） 副理事長  若干名 
     （5） 常任理事 若干名 
     （6） 理事   各団体より１名 
    ２．事務局等 
     （7） 事務局長   1 名（理事が兼任出来る） 
     （8） 会計監事   2 名（理事が兼任出来る） 

３．名誉役員 
（1） 名誉会長 
（2） 最高顧問、顧問、相談役 
（3） 名誉役員は常任理事会の審議を経て理事会で選任する。 

４．本連盟の事務、会計を処理するため、事務局、会計担当を置く。 
      （1）事務局に次の担当を置く。 
        ① 事務局次長 
        ② 事務局員 
      （2）担当の任免は会長が行う。 
 
「役員及びその他の職務」 
第１３条 役員及びその他の任務は、次の通りとする。 

（1） 会長は、本連盟を代表して業務を統括する。 
（2） 副会長は、会長を補佐する。会長不在の場合は代理する。 
（3） 理事長は、常任理事会を代表して現場を統括する。 
（4） 副理事長は、理事長を補佐する。理事長不在の場合は代理する。 
（5） 事務局長は、事務を掌理してその執行にあたる。 



（6） 事務局次長は、事務局長を補佐する。事務局長不在の場合は代理する。 
（7） 常任理事、理事は会務を分掌する。 
（8） 常任理事は、理事会の議事に関する基本方針並びに業務の執行・管理運営方針

の事前審議にあたる。 
（9） 会計監事は会計を監査する。会計以外が兼務する事ができる。 
（10）名誉役員は、重要事項について会長及び常任理事の諮問に応ずるほか、必要に

応じて会長または常任理事、理事に意見を述べる事ができるが、議決権は有しな

い。 
 
「役員の選任及び任期」 
第１４条 役員の選任方法は、次の通りとする。 
     （1）会長・副会長・事務局長・会計監事は常任理事会で推薦し理事会において選任す

る。 
     （2）理事長・副理事長は理事の中から常任理事会で推薦し理事会において選任する。 
     （3）理事は加盟団体から推薦する者を 1 名選出できる。 
       ① 新規加盟団体については 1 年後の理事会で 1 名理事を推薦できる。 
       ② 個人会員については理事の職務が与えられない。 
     （4）常任理事は理事の中から 2 団体以上の理事から推薦され、常任理事会で検討され、

理事会にて選任した上で若干名置くことができる。 
第１５条 役員の任期は２年とする。但し再任を防げない。 
 
「除名・解任」 
第１６条  役員は、以下の事項に該当する場合、理事会の決議において除名・解任することがで

きる。 
     （1）盟者が本連盟の名誉を傷つけ、又は本連盟の目的に反する行為があったとき。 
     （2）職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。 
     （3）理事会に特別な理由がない限り 3 回欠席した場合。 
     （4）その他除名・解任すべき正当な事由があるとき。 
 

第六章 報酬 
 
「資格審査員と補助員及び理事その他の報酬」 
第１７条 資格審査員と補助員及び理事その他には報酬を支払うことができる。報酬の額について

は、別に定める 
     ２．資格審査員及び補助員 
      （公財）全日本空手道連盟公認資格審査員及び補助員 
     ３．その他 
     （1）連盟内に関する事業への協力作業（昇段審査会、昇級審査会の賞状発行作業など） 
     （2）上部団体の会合に参加する事業 
 

第七章 資産及び会計 
 
「会費・財産・会計」 
第１８条 本連盟の経費は、下記の収入をもって支弁する。 
     ２．年会費 

（1）団体会員（二万円）、新規は加入金（一万円） 
（2）個人会員（二千円）、新規は加入金（三千円） 

     ３．寄付金及び補助金、その他の収入  
第１９条 本連盟の加盟団体及び個人会員は、毎年理事会において定める会費を年度初めにまでに

納めなければならない。 



     ２．本連盟は、理事会の議決を経て加入金を課することができる。 
第２０条 財産目録記載の財産 
第２１条 本連盟の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 
     ２．会計は会計年度終了後に監査を受け、常任理事会の審議を得て理事会で承認を 
       得なければならない。 
 

第八章 会議等 
 
「会議・招集・議事録」 
第２２条 本連盟は役員をもって構成し審議を決定する。 
     １．理事会 
     （1）理事会は会長が招集して開催する。 
     （2）理事会の議長は会長が務める。会長が不在の場合には副会長または理事長がこれ

にあたる。 
     （3）会長または常任理事会が必要と認めた時は、臨時に総会を開催する事ができる。 
     （4）事務局長、事務局次長、事務局、会計は議事録作成や事務処理として参加できる。 
     （5）役員を招集するときは、会議の日時、場所、審議事項を記載した書面又は電磁的 

方法（電子メール等）をもって 5 日前までに通知しなければならない。 
       ① 自然災害やその他緊急時はこの限りではない。 
     

 ２．常任理事会 
     （1）常任理事会は理事長が招集して開催する。 
     （2）常任理事会の議長は理事長が務める。理事長が不在の場合には副理事長がこれに

あたる。 
     （3）常任理事会は理事長、副理事長、常任理事で構成し常時業務を処理する。 

     （4）会長・副会長及び会計監事は会議に出席し意見を述べることができる。 
     （5）事務局長、事務局次長、事務局、会計は議事録作成や事務処理として参加できる。 
     （6）常任理事を収集するときは、会議の日時、場所、審議事項を記載した書面又は 

電磁方法（電子メール等）をもって 3 日前までに通知しなければならない。 
① 自然災害やその他緊急時はこの限りではない。 

     ３．議事録 
       会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 
     （1）役員の総数及び出席者数（書面若しくは電磁的方法（電子メール等）による表決

者又は委任者・代理出席者がある場合はその数を付記すること。） 
     （2）会議の決議があった日時とその事項の内容、その他案件事項等 
     （3）議事録の作成に係る職務を作った者の氏名 
 
「定足数」 
第２３条 理事会及び常任理事会は、構成員の半数以上の出席（代理出席、委任状、電磁的記録（電

子メール等））をもって開催する。 
 
「決議」 
第２４条 理事会及び常任理事会の決議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が

決する。 
     １．やむ得ない理由により出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について書

面若しくは電磁的記録（電子メール等）をもって表決し、代理出席、委任状で表決を

委任することができる。 
 
 

第九章 その他 



「細 則」 
第２５条 本規約施行上必要な細則は、理事会に諮りこれを定める。 
 
「改 正」 
第２６条 本規約の改正は、理事会の３分の２以上の承認を要する。 
 
「附 則」 
この規約は、昭和４６年４月１日より実施する。 
この改定は、平成２６年４月１日より実施する。 
この改定は、平成２７年４月１日より実施する。 
この改定は、令和元年７月１日より実施する。 
この改定は、令和 2 年４月１日より実施する。 
この改定は、令和４年１月１日より実施する。 
 


